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示
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告

示

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

笑
顔

三

代
表
者
の
氏
名

後

藤

康

代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
千
六
百
八
十
二
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
業
の
変
更

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

大
山
水
環
境
ア
ス
リ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

諌

山

光

夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

日
田
郡
大
山
町
大
字
西
大
山
三
千
七
百
四
十
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
大
山
町
の
住
民
お
よ
び
大
山
町
を
訪
れ
た
青
少
年
を
含
む
町
外
の
方
々
に
対
し
て
、
大

山
町
内
の
河
川
を
主
た
る
活
動
の
場
所
と
し
て
、
河
川
環
境
の
保
全
を
図
る
清
掃
活
動
・
子
ど
も
の
健
全

育
成
を
図
る
カ
ヌ
ー
教
室
の
開
設
・
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
都
市
と
田
舎
の
交
流
事
業
と
し
て
の
大

山
川
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
過
疎
化
す
る
大
山
町
の
再
活
性
化
の
町
お
こ
し

の
礎
と
し
て
機
能
し
て
、
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
特
に
、
国
土
交
通
省
が

水
辺
プ
ラ
ザ
事
業
の
一
環
と
し
て
大
山
川
に
カ
ヌ
ー
コ
ー
ス
を
整
備
し
て
く
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
民
間
サ

イ
ド
で
活
用
す
る
た
め
に
も
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
カ
ヌ
ー
教
室
の
開
設
な
ら
び
に
カ
ヌ
ー
貸
出

の
事
業
を
こ
の
法
人
の
活
動
の
中
心
に
す
え
て
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

目
的
の
変
更

事
業
の
変
更

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

平
成
二
十
九
年

第

二

九

〇

四

号

八

月

四

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

期

日

場

所

平
二
九
・
一
〇
・
二
九

大
分
市
大
字
下
宗
方
一
○
三
五
―
一

大
分
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

平
二
九
・
一
一
・
一
二

別
府
市
青
山
町
五
番
七
三
号

別
府
豊
泉
荘

研
修
の
受
付
開
始
年
月
日

平
三
〇
・

一
・
一
〇

受
付
締
切
期
日

平
三
〇
・

一
・
三
一

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

平
三
〇
・

二
・
二
八

講
習
の
受
付
開
始
年
月
日

平
二
九
・
一
〇
・

二

受
付
締
切
期
日

平
二
九
・
一
〇
・
二
〇

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

平
二
九
・
一
二
・
一
五

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

第
一
型
の
研
修
の
期
日
及
び
場
所

三

第
二
型
の
研
修
及
び
講
習
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

１

研
修
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

２

講
習
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

四

第
一
型
の
研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

１

廃
棄
物
の
処
理

二
時
間

２

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

一
時
間

３

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

一
時
間

４

洗
濯
物
の
処
理

一
時
間

５

繊
維
及
び
繊
維
製
品

一
時
間

五

第
二
型
の
研
修
及
び
講
習
の
科
目
及
び
レ
ポ
ー
ト
課
題

１

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

２

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

３

洗
濯
物
の
処
理

４

繊
維
及
び
繊
維
製
品

六

受
講
料

第
一
型
研
修
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
。
）

八
千
円

第
一
型
研
修
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
除
く
。
）

五
千
円

第
二
型
研
修

五
千
円

第
二
型
講
習

四
千
五
百
円

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
施
行
令
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

豊
後
高
田
市
臼
野
三
千
五
百
九
十
番
地

成
重

博
文

豊
後
高
田
市
中
真
玉
千
八
百
二
番
地

徳
永

靖
弘

豊
後
高
田
市
西
真
玉
千
四
百
二
十
九
番
地

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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!
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!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
林

四
三
六
番
三
地
先
か
ら

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
栗

ノ
木
一
〇
六
五
番
二
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
七
・
〇

〜

五
・
〇

メ
ー
ト
ル

六
二
五
・
四

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

県
道
庄
内
久

住
線

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
林

四
三
六
番
三
地
先
か
ら

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
栗

ノ
木
一
〇
六
五
番
二
ま
で

後

Ａ

二
一
・
八

〜

五
・
〇

六
二
五
・
四

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
林

四
三
六
番
三
か
ら

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
栗

ノ
木
一
〇
六
五
番
二
ま
で

Ｂ

四
八
・
二

〜
一
一
・
〇

五
八
〇
・
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

近
藤

正
利

２

加
入
区

真
玉
町
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

豊
後
高
田
市
中
真
玉
浜
西
千
七
百
七
十
七
番
地
の
十

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
香
々
地
支
店
真
玉
取
次
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
施
行
令
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

津
久
見
市
大
字
網
代
三
千
四
百
三
十
二
番
地
の
一

福
本

正
道

津
久
見
市
大
字
四
浦
三
千
七
十
四
番
地

戸
田

公
一

津
久
見
市
大
字
千
怒
四
千
八
百
七
十
三
番
地
の
五

松
下

勝

２

加
入
区

津
久
見
市
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

津
久
見
市
高
洲
町
二
十
四
番
地
の
十
六

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
津
久
見
支
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
亀
川
別
府
線

別
府
市
野
口
中
町
一
一
二
八
番
九
か
ら

別
府
市
野
口
中
町
一
五
八
三
番
三
ま
で

平
二
九
・

八
・

四

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
庄
内
久
住
線

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
林
四
三
六
番
三
か
ら

由
布
市
庄
内
町
五
ケ
瀬
字
栗
ノ
木
一
〇
六
五
番
二
ま

で

平
二
九
・

八
・

四

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四


